
二
〇
〇
九
年
度
　
野
球
規
則
改
正

へ
I
i
．
1
．
．
－
リ
」

日
本
野
球
規
則
委
員
会

（
l
）
－
・
〇
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
挿
入
）

野
球
は
、
闘
い
の
あ
る
兢
技
腸
で
、
監
督
が
指
揮
す
る
九
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
成
る
二
つ
の

チ
ー
ム
の
間
で
、
一
人
な
い
し
数
人
の
審
判
員
の
権
l
限
l
叫
も
と
に
、
本
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
兢
技
で
あ
る
。

（
2
）
三
四
六
「
E
A
G
U
E
P
R
E
S
扁
N
↓
［
リ
ー
グ
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
〓
リ
ー
グ
会
長
）
に
次
の
【
注
】
を
追

加
す
る
。

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
本
規
則
の
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し

た
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

（
3
）
四
・
〇
五
【
原
注
】
三
行
目
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。

こ
こ
数
年
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ー
チ
が
片
足
を
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
外
に
出
し
た
り
、
ラ
イ
ン
を

ま
た
い
で
立
っ
た
り
、
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
ラ
イ
ン
の
外
側
に
僅
か
に
出
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り

ふ

れ

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

畠

珂

∵
ソ
ス
を
出
て
本
塁
杏
り
お
よ
U
フ
ェ
ア
地
域
寄
り
に
亙
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
「
た
た
し
、
川

手
チ
ー
ム
の
監
督
が
異
級
を
申
し
出
な
い
限
り
‥
　
‥
　
‥
．

（
4
）
　
六
・
〇
五
（
h
二
原
注
】
七
行
目
に
傍
線
部
を
挿
入
す
る
。

打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
、
偶
然
、
打
球
調
毒
司
利
別
、
ま
た
は
送
球
が
‥
‥

（
5
）
　
七
・
〇
三
本
文
を
（
a
）
と
し
て
末
尾
に
「
た
だ
し
（
b
）
項
適
用
の
場
合
を
除
く
。
」
を
挿
入
し
、

新
た
に
次
の
（
b
）
を
追
加
す
る
。

七
・
〇
三
（
b
）
打
者
が
走
者
と
な
っ
た
た
め
に
進
塁
の
義
務
が
生
じ
、
一
人
の
走
者
が
後
位
の

走
者
が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
塁
を
占
有
す
る
権
利
は
後
位
の
走
者
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
位
の
走
者
は
触
球
さ
れ
る
か
、
野
手
が
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
そ
の
走
者

が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
に
な
る
。

（
6
）
　
七
・
〇
五
（
2
二
注
】
を
【
b
C
d
e
注
】
と
し
て
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

【
b
C
d
e
注
】
野
手
に
よ
り
、
本
項
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
走
者
の
進
塁
の
起
点
は
、
野
手
が
投



げ
た
グ
ラ
ブ
・
本
来
の
位
置
か
ら
離
し
た
帽
子
、
マ
ス
ク
そ
の
他
が
打
球
ま
た
は
送
球
に
触
れ
た
瞬
間

と
す
る

（
7
）
七
・
〇
七
【
注
三
】
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
・
〇
七
【
洗
三
】
本
条
は
、
投
手
の
投
球
が
正
規
、
不
正
規
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。

（
8
）
七
・
〇
九
（
e
）
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。

ア
ウ
ト
に
な
っ
た
ば
か
り
の
打
者
ま
た
は
走
者
、
ぬ
る
l
再
笥
1
味
方
の
走

者
に
対
す
る
野
手
の
次
の
行
動
を
阻
止
す
る
か
、
‥
‥

（
9
）
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
注
こ
末
尾
、
次
の
文
を
削
除
す
る
。

な
お
、
〝
そ
の
他
″
に
は
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
の
打
撃
妨
客
を
含
ま
な
い
。

（
氾
）
一
〇
・
〇
二
a
）
に
次
の
【
旺
】
を
追
加
す
る
。

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し
た
者
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

（
1
1
．
）
一
〇
二
一
〇
【
注
】
を
削
除
す
る
。

（
望
一
〇
二
三
（
a
）
～
（
C
）
の
各
【
注
】
を
削
除
し
、
次
の
【
一
〇
・
三
．
注
】
を
追
加
す
る
。

【
一
〇
・
二
▲
注
】
　
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
〝
組
ま
れ
て
い
る
試
合
魔
数
〝
を
〝
行
な
っ
た
試

合
数
″
に
置
き
か
え
て
適
用
す
る
。
数
の
算
出
に
あ
た
り
、
端
数
は
本
粂
（
8
）
（
b
）
各
〔
原
注
〕
に

準
ず
る
。

（
隻
巻
頭
6
ペ
ー
ジ
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
イ
ラ
ス
ト
を
変
更
す
る
。

二
〇
〇
九
年
一
月
二
十
九
日



二
〇
〇
九
年
度
　
野
球
規
則
改
正
説
明

日
本
野
球
規
則
委
員
会

（
l
）
一
・
〇
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
挿
入
）

野
球
は
、
囲
い
の
あ
る
競
技
場
で
、
監
督
が
指
揮
す
る
九
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
成
る
二
つ
の

チ
ー
ム
の
間
で
、
一
人
な
い
し
数
人
の
審
判
員
の
槻
喝
叫
も
と
に
、
本
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
競
技
で
あ
る
。

説
明
　
審
判
員
の
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
原
本
傍
線
部
［
u
已
2
ュ
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
…
ご
n
e

O
r
ヨ
O
r
e
 
u
ヨ
P
i
r
e
s
］
を
挿
入
し
た
。

（
2
）
二
・
四
六
L
E
A
G
U
E
P
胃
S
I
D
E
N
↓
［
リ
ー
グ
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
］
（
リ
ー
グ
会
長
）
に
次
の
【
注
】
を
追

加
す
る
。
【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
本
規
則
の
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し

た
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

説
明
　
我
が
国
プ
ロ
野
球
の
組
織
の
変
更
に
よ
っ
て
両
リ
ー
グ
会
長
不
在
と
な
っ
た
た
め
本
条
文

を
追
加
し
た
。

（
3
）
四
・
〇
五
【
原
注
】
三
行
目
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。

こ
こ
数
年
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ー
チ
が
片
足
を
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
外
に
出
し
た
り
、
ラ
イ
ン
を

ま
た
い
で
立
っ
た
り
、
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
ラ
イ
ン
の
外
側
に
僅
か
に
出
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り

ふ

れ

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

畠

川

村

鼠

慧

1

モ

ー

1

相

手
チ
ー
ム
の
監
督
が
異
論
を
申
し
出
な
い
限
り
・
・
・
‥
・
・

説
明
　
ベ
ー
ス
コ
ー
チ
が
打
球
に
当
た
る
危
険
を
防
止
す
る
目
的
か
ら
条
文
に
挿
入
し
た
。

（
4
）
六
・
〇
五
（
h
）
【
原
注
】
七
行
目
に
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。

】
打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
、
偶
然
、
打
球
飼
フ
l
覇
叫
別
封
、
ま
た
は
送
球
が
‥
‥
・

説
明
　
打
撃
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
打
球
が
フ
ェ
ア
地
域
で
当
た
っ
た
場
合
が
明
示
し
て
な
か
っ
た

た
め
加
え
ら
れ
た
。

（
5
）
七
・
〇
三
本
文
を
（
a
）
と
し
て
末
尾
に
「
た
だ
し
（
b
）
項
適
用
の
場
合
を
除
く
。
」
を
挿
入
し
、
新

た
に
次
の
　
（
b
）
を
追
加
す
る
。

七
・
〇
三
（
b
）
打
者
が
走
者
と
な
っ
た
た
め
に
進
塁
の
義
務
が
生
じ
、
二
人
の
走
者
が
復
位
の

走
者
が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
塁
を
占
有
す
る
権
利
は
復
位
の
走
者
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
位
の
走
者
は
触
球
さ
れ
る
か
、
野
手
が
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
そ
の
走
者

が
進
む
べ
き
塁
に
触
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
に
な
る
。

説
明
　
同
一
塁
に
二
走
者
が
触
れ
て
い
る
場
合
、
通
常
後
位
の
走
者
が
触
球
さ
れ
れ
ば
ア
ウ
ト
と
な

る
が
、
後
位
の
走
者
が
フ
ォ
ー
ス
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
塁
に
二
走
者
が
触
れ
て
い
る
場
合
は
、

前
位
の
走
者
が
ア
ウ
ト
と
な
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。



」
d
豊
．
刃
コ
パ
冠
「
づ
且
．
山
喜
b
E
d
董
q
u
雪
彗
ま
．
宴
．
…
壬
1
．
！
…
l
－
き
．
．
…

【
b
 
C
d
 
e
注
】
野
手
に
よ
り
、
本
項
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
走
者
の
進
塁
の
起
点
は
、
野
手
が

投
げ
た
グ
ラ
ブ
、
本
来
の
位
置
か
ら
離
し
た
帽
子
、
マ
ス
ク
そ
の
他
が
打
球
ま
た
は
送
球
に
触
れ
た

瞬
間
と
す
る

説
明
　
守
備
者
が
七
・
〇
五
（
ト
・
C
・
d
・
e
）
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き
走
者
の
進
畳

基
準
を
定
め
る
説
明
で
あ
る
。

投
球
の
隙
に
関
し
て
は
七
・
〇
五
（
1
）
に
紀
載
さ
れ
て
い
る

（
7
）
七
・
〇
七
　
【
注
三
】
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
・
〇
七
【
注
三
】
本
条
は
、
投
手
の
投
球
が
正
規
、
不
正
規
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。

説
明
　
七
・
〇
七
　
「
三
星
走
者
が
、
ス
ク
イ
ズ
ま
た
は
盗
塁
に
よ
っ
て
得
点
し
よ
う
と
純
み
た
場

合
、
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
が
ボ
ー
ル
を
持
た
な
い
で
、
本
塁
の
上
ま
た
は
前
方
に
出
る
か
、

あ
る
い
は
打
者
の
バ
ッ
ト
に
触
れ
た
と
き
に
は
、
投
手
に
ボ
ー
ク
を
祝
し
て
、
打
者
は
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ア
に
よ
っ
て
一
塁
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
は
ボ
ー
ル
デ
ッ
ド
と
な
る
。
」

二
〇
〇
八
年
ま
で
七
・
〇
七
【
牲
三
】
に
記
載
さ
れ
て
い
た
投
手
が
不
正
規
投
球
を
し
た
際
の
規

則
適
用
の
特
例
を
改
め
、
す
べ
て
同
じ
扱
い
を
す
る
も
の
と
し
、
走
者
の
み
な
ら
ず
打
者
も
打
撃

妨
害
に
よ
り
一
塁
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
七
・
〇
七
に
関
す
る
適
用
を
一
本
化
し
た

（
8
）
七
・
〇
九
（
e
）
に
次
の
文
（
傍
線
部
）
を
挿
入
す
る
。

ア
ウ
ト
に
な
っ
た
ば
か
り
の
打
者
ま
た
は
走
者
、
刻
引
日
周
欄
倒
H
q
間
刑
引
d
惑
朝
粥
、
味
方
の
走

者
に
対
す
る
野
手
の
次
の
行
動
を
阻
止
す
る
か
へ
・
・
・
・

説
明
　
傍
線
部
の
文
が
追
加
さ
れ
た
。

（
9
）
　
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
注
二
末
尾
、
次
の
文
を
削
除
す
る
。

な
お
、
〝
そ
の
他
″
に
は
捕
手
ま
た
は
そ
の
他
の
野
手
の
打
撃
妨
害
を
含
ま
な
い
。

説
明
　
七
・
〇
七
【
笹
二
】
の
改
正
に
よ
り
八
・
〇
五
ペ
ナ
ル
テ
ィ
【
牲
こ
末
尾
の
文
を
抹
消

した。

（
1
0
．
）
一
〇
・
〇
一
（
a
）
に
次
の
【
注
】
を
追
加
す
る
。

【
注
】
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
リ
ー
グ
会
長
の
職
務
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
指
名
し
た
者
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

（
比
）
一
〇
二
一
〇
【
注
】
を
削
除
す
る
。

（
1
2
．
）
一
〇
二
三
　
（
a
）
～
（
C
）
　
の
各
【
注
】
を
削
除
し
、
次
の
二
〇
二
l
二
注
】
を
追
加
す
る
。

二
〇
・
二
二
注
】
　
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
で
は
、
〝
組
ま
れ
て
い
る
試
合
総
数
〃
を
〝
行
な
っ
た
試

合
数
〃
に
置
き
か
え
て
適
用
す
る
。
数
の
算
出
に
あ
た
り
、
端
数
は
本
条
（
a
）
（
b
）
各
〔
原
注
〕
に

準
ず
る
。

（
l
a
）
巻
頭
6
ペ
ー
ジ
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
イ
ラ
ス
ト
を
変
更
す
る
。

説
明
　
ア
マ
チ
ュ
ア
野
球
で
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
を
規
則
書
通
り
に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
イ
ラ
ス

ト
を
打
者
が
打
撃
姿
勢
に
入
っ
た
と
き
の
形
に
変
更
す
る
。

二
〇
〇
九
年
一
月
二
十
九
日

以

　

上



2009年度規則改正に＋ついて

1．01

2．74　ストライクゾーン

4．05（も）［原注］

6．05（h）［原注］

7．03（b）

一人ないし数人の審判員の権限のもとに

アマ内規の廃止

以下を追加する。

コーチは、打球が自分を通過するまで、コーチスボ

ックスを出て本塁寄りおよびフェア地域寄りに立って

いてはいけない。ただし、‥・

＊なお、アマチュア野球では今年からコーチの

ヘルメット着用を義務付ける。

以下の通り一部修正する。

打撃用ヘルメットに、偶然、打球がフェア地域で

当たるか、または送球が当たったときはボールイン

プレイの状態が続く。

以下を追加する。

（b）打者が走者となったために進塁の義務が生

じ、二人の走者が後任の走者が進むべき塁に触れて

いる場合には、その星を占有する権利は後任の走者

昼与えられているので前位の走者は触球されるか、

野手がボールを保持してその走者の革むべき塁に触

れればアウトになる。

7．05（e）［注］を＿＿［bcde注］として以下のとおり改める。

野手により、本項の行為がなされた場合の走者の進塁

の起点は、野手が投げたグラブ、本来の位置から離し

た帽子、マスクその他が打球または送球に触れた瞬間

とする。

7．09（e）

7．07［注三］

以下を追加する。

（e）アウトになったばかりの打者または走者、

あるいは得点したばかりの走者が、‥

規則適用上の解釈について

「本条は、投手の正規の投球に基づいたときだけに適用



される。」とあるが、正規の投球に限らず、不正規の投

．球も含めることにする。

8．05原注［注－］　　　　「なお、”その他カには捕手またはその他の野手の打撃妨

害を含まない。」とあるが、打撃妨害も含むと解釈を改

め、なお以下を削除する。

7．05（b）（C）（d）（e）（j）野手がグラブ等を打球または送球に投げつけて当て

た場合の進塁基準について、次の通り統一解釈をと

る。

7．05b、C　　打球に触れたときの走者の位置を基準に3個の塁

7．05d、e　　送球に触れたときの走者の位置を基準に2個の塁

7．05j　　　　投球に触れたときの走者の位置を基準に1個の塁

その他アマチュア関連について

1．　　打者、走者とも両耳ヘルメットの着用義務（安全対策）

2．　　「ミットを動かすな」キャンペーンの実施

ボールをストライクに見せようとして捕手がミットを動かす行為はアンフェアかつ

審判員に対する侮辱行為に当たることから禁止する。・

併せて、ボールと宣告され、これみよがしに捕手がミットをしばらく捕った位置に

置いておく行為もやめさせる。（いずれもマナーアップの面）

社会人野球内規等の変更

（1）社会人野球申し合わせ事項の変更

社会人野球取決め事項を廃止し、社会人野球申し合わせ事項に統合する。

14 ���������������������������������������������������������B�}ｸ�8,ﾉ�h�(*�.h-�8�986��ｸ5�5(�ｸ6�8H�ﾈ*ｩ�ﾈ訷-ﾈ+ﾘ,ﾘ菇OY�H,ﾈ5H4898/�9�-ﾘ���X�"�

に知らせる行為は、アンフェアであることから禁止する。 

17 �>�nﾈ訷,ﾈ7ｸ�ｸ8ｸ��+X/�ｭ�-�.��(��ｨ��.�,ﾈ-ﾘ�ｨ+ﾘ+�+X��韋ﾘx鳧ｭH*ｨｼ�%ｸ,�+x処*ﾘ+��

とが予想される場合には、球審の判断で途中からボール回しを禁止する場合もあ 

亘と＿ 

18 ��X�(ﾏ��8鳧��ｬI<(*�.xｸY�(-h,ﾈ詹d�,ﾈｬ��h嶌/�Dh-�.��(��9h･��X�(,ﾉGyMHﾘh/�ﾊ�+��



（2）社会人野球内規の変更

現　行 弌ﾈ��/��

3 ��X�(*�.h-��h�(,ﾘ��Tｸ+一�7H8�6(7h,ﾂ� 

ついた野球用ヘルメットを着用しな ��

ければならない。（1．16）［社］ 侘ｨ���������������98ﾅﾈ�X�ﾈ+�*ｸ�������筋耳�X自Jﾘ���ﾆ^JX��ﾆIIﾈ�x�YwﾙE8u��ﾈ�H謌�9%ｸｾ8��ﾈ�ﾈ��~ﾂ�

14 �)nﾈ訷�兢��/�ｭﾈ-��ｨ*ｨ耳韋ﾘx�祷42�③内野手（捕手を除く）が投手のもとへ行 

ニングス）に投手のもとへ行ける回数 �*�.弌��H/��486ｨ984�,�,(*ｸ自�ﾈ+�*���

を二度まで（監督またはコーチと行っ 弌�,h+x.��"�

た場合を除く）とし、三度目以降は行 冢ﾈ訷�兢��/��*ﾘ�ｨ*ｩ8ｨ訷,ﾈ.�,h-hﾗ8,��

くことは許されない。なお、延長回に �+ﾘ���H/��H*h.�,�*�+ﾘ,�,H,ﾘ���X�X�R�

入った場合は、それ以前の回数に関係 豫I<(-ﾈ+ﾘ,ﾘ5(�ｸ6�*ｨ7ﾘ4X986�,俎8,�+ﾒ�

なく、3イニングスにつき一度だけ行 �,h*ｸ.���自�ﾈ,ﾉ>�nﾈ訷+�*��兢��/��*ﾘ�｢�

くことが許される。 �*ｨ7ﾘ4X986�,俎8*ﾘ+�,h*ｨｹh+8.ｨ��+ｸ+X,H+ｲ�

以下略 �.ｨ,ﾙ>�nﾈ訷*ｨ7ﾘ4X986�,俎8,�+ﾘ���C����,h-ﾘ,�+8.ｨ.��"�

15 ��一試合につき攻撃側の話し合いを3回ま で認める。攻撃側の話し合いは、監督が打 者、走者、打席に向かう次打者またはコー チと話し合うためにタイムをとって試合 が遅れる場合にカウントされる。なお、延 長回に入った場合は、それ以前の回数に関 係なく、3イニングスにつき1回の話し合 

＋　　．＿．＿＿一一亡J＿一亡r：ン



いが認められる。ただし、攻撃側の責めに ないタイム中（例えば、守備側がマウンド に集まっているとき、選手が負傷したと き、選手交代のときなど）に話し合いを持 っても、さらに遅延を招かない限り、回数 にはカウントされない。 

17 �5�6x8�484�5ﾘ�ｸ98,ﾈ岑ﾌ�,亊h+X,H,ﾘ���7ｸ�ｸ8ｸ,ﾉ�9YH*ｨ-�+I:ｨ,ﾈ岔YH,ﾈ8�42�98.h.��9_ｸ/�,ｨ曁+X+ﾘ.�,ﾈ,h+x.��"���(�CsH�ｨ�ﾘ4�7ﾘ���削除 

禰足説明：上記内規14③の「内野手がマウンドに行ける回数」について

（1）従来と異なり、監督がマウンドに行ったときも含めて、マウンドに内野手全員

が集まることはできなくなった。

（2）監督がマウンドに行ったときも内野手一人だけが許され、しかも内野手1回の

回数にカウントされる。

（3）捕手がマウンドに行くことについては制限はないが、それが頻繁に行われ、試

合の遅延になると審判員が判断した場合には、タイムをとってマウンドに行く

ことを認めないこともある。

（4）監督またはコーチが捕手を呼び、その直後に掃手がマウンドに行けば、それは

監督またはコーチがマウンドに行ったとみなされ、回数にカウントされる。

（3）スピードアップ・マナ」ァップ要綱の変更

（スピードアップ）

3）内野手　　　　内野手（掃手を除く）は1イニングに1回一人だけ投手のとこ

ろに行くことが許される。

4）攻撃タイム　　攻撃側は9イニングスに3回の作戦タイムをとることができる。

以下順次繰下げ

（マナーアップ）

1）ミットの移動　捕手が投球を受けたときボールの球をストライクに見せる意図

禁止　　　　　でミットを動かすことを禁止する。

以下順次繰下げ

以上

ヽし＿．．＿‥


